
ジェイテクト
さやま子ども食堂等応援助成金

を募集します！

「ジェイテクトさやま子ども食堂等応援助成金」は、株式会社ジェイテクト
からの寄付金を活用した、子どもたちが未来への希望を持ち、これからの社会
を生き抜く力を育むことのできる機会を提供できるよう、子どもたちを地域で
支援する子ども食堂等の継続を応援するための助成金です。
物価高騰で子どもたちへの支援に苦慮している団体を応援するための助成金

ですので、ご活用ください。

【対象団体】
（１）子ども食堂
（２）無料学習塾
（３）子どものいる世帯に対するフードパントリー等
（４）その他、子どものための活動で本会が認めるもの
※ １団体が複数の活動を行っている場合は、主たる活動または
希望する活動に限定しています。

【助成金額】
上限１２万円まで
※ 財源となる寄付金の範囲内で交付

【応募期間】

令和7年7月1日（火）～7月31日（木）【当日消印有効】

【申込・問い合わせ先】

狭山市社会福祉協議会（地域福祉担当）

〒350-1305 狭山市入間川2-4-13 狭山市社会福祉会館内
ＴＥＬ 04-2954-0294（代表）

助成金の対象経費や必要書類は裏面をご参照ください。

［令和７年度版］



～ジェイテクトさやま子ども食堂等応援助成金の申請にあたって～

【対象経費】
（１）食事提供に関する経費
（２）学習用具の購入費用
（３）食糧支援を行う上での食糧費
（４）子どもを対象とした行事に関する経費
（５）その他、本会会長が認める経費
※ 運営スタッフに関する経費は認められません。

【提出書類】
（１）助成金交付申請書（様式第１号）
（２）団体の活動状況が分かる書類（事業計画書：参考書式あり）

（３）団体の年間予算が分かる書類（予算書：参考書式あり）

（４）振込先が分かる書類（通帳・キャッシュカードの写し）

（５）その他、必要な書類（総会資料など）
※ 団体の総会資料は資料がある場合のみ提出してください。

助成金事業の終了後、速やかに次の報告書類を提出してもらいます。
（１）助成金実績報告書（様式第６号）
（２）団体の年間事業の結果が分かる書類（事業報告書：参考書式あり）

（３）団体の年間収支の結果が分かる書類（決算書：参考書式あり）

（４）助成事業の様子が分かる写真
（５）ありがとうメッセージ（様式第７号）
（６）その他、必要な書類（総会資料など）

※ 団体の総会資料は資料がある場合のみ提出してください。
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